つどい「人間らしく生きたい」

許せません！「応益負担」

母子加算につづいて老齢加算復活せよ！

障害者自立支援法訴訟＋京都生存権裁判

	日時・１１月１６日（月）６時３０分～

会場・ハートピア京都　３階　大会議室
　　　　　　　（烏丸・丸太町下る東側）　


　世論を受けて、生活保護の母子加算が復活しました。続いて老齢加算の復活

が求められています。

　応益負担に反対し、障害者自立支援法廃止にむけ、機運が高まっています。

京都でたたかわれている２ツの裁判運動が合同で「つどい」を行ないます。

　裁判に勝利し、暮らしの願いをかなえるため、みんなで力を合わせます。

＜共催＞　　　【障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす京都の会】　０７５－４６５－５４５１

【京都生存権裁判を支える会】　　　　　　　　　　０７５－３１１－９３８５（京生連・内）

